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顧
客
本
位
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス

設
置
の
背
景

　

金
融
審
議
会
市
場
制
度
ワ
ー
キ

ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
「
顧
客
本
位
タ

ス
ク
フ
ォ
ー
ス
」（
以
下
、「
タ
ス

ク
フ
ォ
ー
ス
」）
が
、
２
０
２
２

年
12
月
に
示
し
た
中
間
報
告 

概

要
は
、
図
表
１
の
通
り
。

　
「
顧
客
本
位
の
業
務
運
営
に
関

す
る
原
則
」（
以
下
、「
原
則
」）

は
２
０
１
７
年
３
月
に
策
定
さ
れ

た
が
、
顧
客
の
資
産
形
成
に
向
け

た
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
や
ア
ド
バ

イ
ス
を
重
視
す
る
動
き
も
出
て
く

る
な
ど
、
金
融
事
業
者
に
お
い
て

顧
客
本
位
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
取
組
み
が
広
が
り
つ
つ

あ
る
。

　

他
方
、
資
産
形
成
目
的
の
顧
客

に
対
し
て
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
商
品
を

組
み
合
わ
せ
た
複
雑
で
コ
ス
ト
の

高
い
仕
組
み
債
を
販
売
す
る
な
ど
、

顧
客
の
ニ
ー
ズ
に
適
さ
な
い
商
品

の
組
成
や
販
売
が
行
わ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
が
未
だ

に
指
摘
さ
れ
る
な
ど
、
顧
客
本

位
の
業
務
運
営
は
い
ま
だ
道
半

ば
と
評
さ
れ
て
い
る
。

　

原
則
は
、
い
わ
ゆ
る
プ
リ
ン

シ
プ
ル
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ

を
採
用
し
て
お
り
、
ベ
ス
ト
・

プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
目
指
し
て
顧

客
本
位
の
良
質
な
金
融
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
競
い
合
う

こ
と
に
よ
り
、
よ
り
良
い
取
組

み
を
行
う
金
融
事
業
者
が
顧
客

か
ら
選
択
さ
れ
て
い
く
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
実
現
を
図
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
る
。

　

２
０
２
１
年
１
月
に
原
則
が

改
訂
さ
れ
た
際
に
は
、
顧
客
の

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
等
を
踏
ま
え
た

業
界
横
断
的
な
商
品
の
提
案
や

商
品
提
供
後
の
適
切
な
フ
ォ
ロ

ー
ア
ッ
プ
の
実
施
等
の
原
則
へ

の
追
加
や
、「
重
要
情
報
シ
ー

ト
」
の
導
入
に
よ
り
、
原
則
の

プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
に
よ
る

対
応
の
実
効
性
を
高
め
る
こ
と

が
企
図
さ
れ
た
。

　

一
方
、
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ

顧
客
本
位
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス

設
置
の
背
景

1

図表１　金融審議会　顧客本位タスクフォース　中間報告　概要

出典：金融審議会　市場制度ワーキンググループ「顧客本位タスクフォース」中間報告の公表について（2022
年12月9日）

FP
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ィ
ス
の
対
極
に
あ
る
よ
う
な
不
適

切
な
事
例
に
対
し
て
は
、不
適
当
・

不
誠
実
な
行
為
の
例
示
な
ど
監
督

指
針
の
改
正
に
よ
り
、
ル
ー
ル
の

適
用
に
つ
い
て
の
明
確
化
が
図
ら

れ
た
。

　

こ
う
し
た
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー

ス
の
対
応
を
基
本
と
し
つ
つ
、 

ル

ー
ル
ベ
ー
ス
の
対
応
を
組
み
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
顧
客
本
位
の

業
務
運
営
の
更
な
る
進
展
を
図
る

と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
と
ら
れ
た
。

　

今
回
の
タ
ス

ク
フ
ォ
ー
ス
に

先
立
ち
公
表
さ

れ
た
、
投
資
信

託
等
の
販
売
会

社
に
対
す
る
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
結

果
に
お
い
て
は
、

「
重
要
情
報
シ

ー
ト
」
に
よ
る

商
品
比
較
が
始

ま
る
な
ど
の
動

き
が
あ
る
一
方
、

商
品
選
定
や
説

明
の
あ
り
方
、

提
案
方
法
等
に

課
題
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
個
別

商
品
と
し
て
は
、

仕
組
み
債
に
関
し
て
は
、
コ
ス
ト

開
示
等
の
商
品
説
明
が
不
十
分
で

あ
り
、
苦
情
も
多
く
、
顧
客
の
真

の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
販
売
が
行
わ

れ
て
い
な
い
可
能
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
金
融
リ
テ
ラ

シ
ー
に
つ
い
て
も
、
様
々
な
調
査

よ
り
金
融
経
済
教
育
が
広
く
国
民

に
行
き
届
い
て
い
る
と
は
言
え
な

い
状
況
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
原
則
策
定
以
降

の
顧
客
本
位
の
業
務
運
営
の
進
捗

を
評
価
し
、
さ
ら
に
浸
透
・
定
着

を
図
る
た
め
に
優
先
的
に
取
り
組

む
べ
き
課
題
や
具
体
的
な
方
策
に

つ
い
て
、
ま
た
、
家
計
の
面
か
ら

は
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
に
向

け
て
の
取
組
み
に
つ
い
て
、
一
部

項
目
の
ル
ー
ル
化
も
視
野
に
入
れ

て
議
論
す
べ
く
、
タ
ス
ク
フ
ォ
ー

ス
が
設
置
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
２
０
２
２
年
11
月
に
内

閣
府
「
新
し
い
資
本
主
義
実
現
会

議
」
が
決
定
し
た
「
資
産
所
得
倍

増
プ
ラ
ン
」
に
は
、第
三
の
柱
「
消

費
者
に
対
し
て
中
立
的
で
信
頼
で

き
る
ア
ド
バ
イ
ス
の
提
供
を
促
す

た
め
の
仕
組
み
の
創
設
」、
第
五

の
柱
「
安
定
的
な
資
産
形
成
の
重

要
性
を
浸
透
さ
せ
て
い
く
た
め
の

金
融
経
済
教
育
の
充
実
」、
第
七

の
柱
「
顧
客
本
位
の
業
務
運
営
の

確
保
」
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
本

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
に
お
い
て
議
論

さ
れ
た
内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　
　

中
間
報
告
の
主
な
論
点

⑴　

家
計
の
資
産
形
成
を
支
え
る

イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
チ
ェ
ー

ン
の
機
能
発
揮

　

ま
ず
は
、「
家
計
の
資
産
形
成

を
支
え
る
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・

チ
ェ
ー
ン
の
機
能
発
揮
」
に
つ
い

て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
三
つ
の

「
ル
ー
ル
化
」
と
「
顧
客
の
立
場

に
立
っ
た
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
が
キ

ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。

①　

顧
客
の
最
善
の
利
益
の
義
務

化

　

イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
チ
ェ
ー

ン
（
投
資
の
連
鎖
）
と
は
、
図
表

中
間
報
告
の
主
な
論
点

2

図表２　インベストメント・チェーン（投資の連鎖）

出典：第1回金融審議会顧客本位タスクフォース事務局説明資料（2022年9月26
日）を基に筆者作成。点線枠内が今回の議論の対象。
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２
に
あ
る
よ
う
に
、
顧
客
・
受
益

者
か
ら
投
資
先
企
業
へ
投
資
が
な

さ
れ
、
そ
の
価
値
向
上
に
伴
う
配

当
等
が
家
計
に
還
元
さ
れ
る
一
連

の
流
れ
を
指
す
。

　

銀
行
や
証
券
会
社
等
の
販
売
に

携
わ
る
金
融
事
業
者
、
資
産
運
用

会
社
、
企
業
年
金
等
の
ア
セ
ッ
ト

オ
ー
ナ
ー
等
が
、
顧
客
・
最
終
受

益
者
の
利
益
を
最
大
化
す
る
た
め
、

十
分
に
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
か

に
つ
い
て
、
足
元
の
状
況
や
課
題
、

今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
議
論
が

な
さ
れ
た
。

　

販
売
に
携
わ
る
金
融
事
業
者
に

つ
い
て
見
る
と
、
足
元
で
は
改
訂

原
則
で
加
え
ら
れ
た
長
期
分
散
投

資
に
向
け
た
モ
デ
ル
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
提
案
の
実
践
や
「
重
要
情
報

シ
ー
ト
」
の
活
用
に
お
い
て
一
定

の
進
展
が
認
め
ら
れ
た
。

　

一
方
、
資
産
形
成
目
的
の
顧
客

に
対
し
て
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
商
品
を

組
み
合
わ
せ
た
複
雑
で
コ
ス
ト
の

高
い
仕
組
み
債
を
販
売
す
る
な
ど
、

顧
客
の
ニ
ー
ズ
に
適
さ
な
い
商
品

の
組
成
や
販
売
が
行
わ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、な
ど
商
品
組
成
・

選
定
や
説
明
の
あ
り
方
、
提
案
方

法
等
に
関
す
る
課
題
が
指
摘
さ
れ

た
。

　

ま
た
、
企
業
年
金
に
つ
い
て
も
、

運
用
の
専
門
家
の
活
用
不
足
や
運

用
機
関
の
選
定
プ
ロ
セ
ス
、
加
入

者
へ
の
情
報
提
供
に
課
題
が
あ
る

と
の
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。

　

欧
米
に
お
い
て
は
、
金
融
商
品

の
販
売
に
伴
っ
て
個
別
の
推
奨
を

行
う
場
合
等
に
お
い
て
、
自
ら
の

利
益
を
顧
客
の
利
益
に
優
先
さ
せ

る
こ
と
な
く
、
顧
客
の
最
善
の
利

益
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
（
注
１
）。

　

こ
う
し
た
事
例
も
参
考
に
、「
原

則
２
」（
図
表
３
参
照
）に
あ
る「
顧

客
に
対
し
て
誠
実
・
公
正
に
業
務

を
行
い
、
顧
客
の
最
善
の
利
益
を

図
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
の
規
定

を
、例
え
ば
「
金
融
商
品
取
引
法
」

や
「
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関

す
る
法
律
」
に
置
く
こ
と
が
提
言

さ
れ
た
。

　

企
業
年
金
制

度
等
の
運
営
に

携
わ
る
者
も
含

め
、
広
く
金
融

事
業
者
一
般
に

共
通
す
る
義
務

と
し
て
定
め
る

こ
と
で
、顧
客
・

最
終
受
益
者
の

最
善
の
利
益
を

図
る
取
組
み
を

一
歩
踏
み
込
ん

だ
も
の
と
す
る

と
し
た
。

②　

利
益
相
反

の
可
能
性
と

手
数
料
等
に

つ
い
て
の
顧

客
へ
の
情
報

提
供
の
ル
ー

ル
化

　

本
項
目
に
つ
い
て
、
原
則
３
に

お
い
て
は
、
利
益
相
反
の
可
能
性

に
つ
い
て
の
把
握
と
そ
の
適
切
な

管
理
、
原
則
５
に
お
い
て
は
利
益

相
反
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
の
情

報
提
供
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
原
則
４
で
は
、
名
目
問
わ
ず
、

顧
客
が
負
担
す
る
手
数
料
そ
の
他

の
費
用
の
詳
細
の
情
報
提
供
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
「
重
要
情

図表３　顧客本位の業務運営に関する原則

出典：第1回金融審議会顧客本位タスクフォース事務局説明資料（2022年9月26日）
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報
シ
ー
ト
」（
図
表
４
参
照
）
に

お
い
て
、
販
売
会
社
が
組
成
会
社

か
ら
受
け
取
る
手
数
料
、
販
売
会

社
と
組
成
会
社
の
資
本
関
係
等
、

営
業
員
の
業
績
評
価
に
及
ぼ
す
影

響
等
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
内
容

の
記
載
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
導
入
状

況
を
見
る
と
、
販
売
会
社
に
よ
る

差
異
が
み
ら
れ
、
商
品
別
に
は
仕

組
み
債
、
フ
ァ
ン
ド
ラ
ッ
プ
の
導

入
割
合
が
低
い
傾
向
が
見
ら
れ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
書
き

ぶ
り
に
つ
い
て
も
定
型
的
な
表
現

が
多
く
、
顧
客
が
適
切
な
商
品
を

選
択
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て

は
分
か
り
に
く
い
と
指
摘
さ
れ
た
。

　

欧
米
に
お
い
て
は
、
販
売
会
社

は
、
投
資
商
品
の
推
奨
に
あ
た
り
、

利
益
相
反
の
状
況
等
、
顧
客
と
の

関
係
に
お
い
て
重
要
な
情
報
を
提

供
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
と
い
っ
た
点
も
踏
ま
え
、
利

益
相
反
の
可
能
性
の
顧
客
へ
の
情

報
提
供
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と

も
「
重
要
情
報
シ
ー
ト
」
の
記
載

事
項
に
つ
い
て
は
ル
ー
ル
化
す
べ

き
と
の
提
言
が
な
さ
れ
た
。

　

特
に
仕
組
み
債
に
つ
い
て
は
、

販
売
段
階
で
の
コ
ス
ト
開
示
に
加

え
、
組
成
会
社
か
ら
販
売
会
社
へ

の
提
供
価
格
と
時
価
・
公
正
価
値

と
の
差
額
、
い
わ
ゆ
る
組
成
コ
ス

ト
ま
で
情
報
提
供
を
し
て
い
る
販

売
会
社
は
一
部
に
留
ま
っ
て
お
り
、

組
成
コ
ス
ト
に
つ
い
て
も
開
示
す

る
た
め
の
制
度
面
で
の
対
応
が
求

め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

　

実
際
、
仕
組
み
債
は
、
手
数
料

相
当
額
が
売
買
価
格
に
含
ま
れ
て

お
り
、
投
資
家
か
ら
は
見
え
難
く

な
っ
て
い
る
。

　

例
え
ば
オ
プ
シ
ョ
ン
内
包
型
の

仕
組
み
債
で
は
、
投
資
家
が
リ
ス

ク
を
負
担
す
る
こ
と
の
対
価
で
あ

る
オ
プ
シ
ョ
ン
プ
レ
ミ
ア
ム
に
よ

り
、
投
資
家
が
受
け
取
る
ク
ー
ポ

ン
と
組
成
・
販
売
会
社
が
得
る
手

数
料
相
当
額
が
賄
わ
れ
る
構
造
に

あ
る
。

　

ク
ー
ポ
ン
と
手
数
料
が
綱
引
き

の
関
係
（

≒

利
益
相
反
の
関
係
）

図表４　重要情報シート（個別商品編）一部抜粋

出典：第2回金融審議会顧客本位タスクフォース事務局説明資料（2022年10月24日）
2021 5

3. 費用（本商品の購入又は保有には、費用が発生します）

5. 当社の利益とお客様の利益が反する可能性

※ 上記以外に生ずる費用を含めて詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】のP○に記載しています。
（質問例）④ 上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
　　　　⑤ 相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

※ 利益相反の内容とその対処方針については、「顧客本位の業務運営に関する原則」の「取組方針」P○をご参照ください。（URL）
（質問例）⑨ あなたの会社が得る手数料が高い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先した商品を私に薦めていないか。
　　　　私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっているのか。

当社がお客様にこの商品を販売した場合、当社は、お客様が支払う費用（販売手数料、信託報酬等の名目を記載）のうち、組成会社等から○％の
手数料を頂きます。これは○○○○○○（販売仲介など）の対価です。

購入時に支払う費用　（販売手数料など）

継続的に支払う費用　（信託報酬など）

運用成果に応じた費用　（成功報酬など）

当社は、この商品の組成会社等との間で○○の関係があります。（又は資本関係等の特別の関係はありません。）

当社の営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価される場合があります。
（又は評価されるような場合はありません。）
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に
あ
る
中
、
投
資
家
の
負
担
す
る

コ
ス
ト
は
平
均
５
〜
６
％
程
度
と

推
察
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
手

数
料
が
開
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

で
、
リ
ス
ク
に
対
す
る
リ
タ
ー
ン

の
妥
当
性
の
判
断
を
困
難
に
さ
せ
、

相
対
的
な
ク
ー
ポ
ン
の
高
さ
が
魅

力
的
に
見
え
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。

　

組
成
コ
ス
ト
ま
で
含
め
た
開
示

が
求
め
ら
れ
る
理
由
が
こ
こ
に
あ

る
。

③　

効
果
的
な
情
報
提
供
の
有
り

方

　

三
点
目
と
し
て
、
情
報
提
供
に

際
し
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
を

効
果
的
に
活
用
し
、
充
実
し
た
情

報
が
分
か
り
や
す
く
顧
客
に
対
し

て
提
供
さ
れ
る
よ
う
工
夫
し
て
い

く
こ
と
が
、
顧
客
本
位
の
業
務
運

営
の
実
現
の
観
点
か
ら
重
要
で
あ

る
。

　

こ
う
し
た
認
識
の
下
、
内
閣
府

令
（
注
２
）

で
規
定
さ
れ
て
い
る
、

い
わ
ゆ
る
実
質
的
説
明
義
務
を
法

律
上
規
定
す
べ
き
と
の
提
言
が
な

さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
従

来
、
目
論
見
書
等
の
書
面
交
付
を

法
律
上
規
定
し
、
こ
れ
に
付
随
す

る
形
で
顧
客
属
性
に
応
じ
た
説
明

を
府
令
で
規
定
し
て
い
た
も
の
を
、

実
質
的
説
明
義
務
を
前
面
に
押
し

出
し
（
法
律
上
規
定
し
）、
情
報

提
供
の
媒
体
は
、
顧
客
の
デ
ジ
タ

ル
・
リ
テ
ラ
シ
ー
等
に
応
じ
て
行

う
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
考

え
が
示
さ
れ
た
。

④　

顧
客
の
立
場
に
立
っ
た
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
と
は

　

四
点
目
は
、「
顧
客
の
立
場
に

立
っ
た
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
で
あ
る
。

家
計
ご
と
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
、
資

産
状
況
、
収
入
等
を
考
慮
し
た
上

で
、
家
計
管
理
、
資
金
計
画
、
つ

み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
等
の
税
制
優
遇

制
度
や
年
金
制
度
、
多
様
化
す
る

金
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
つ

い
て
、
気
軽
に
相
談
し
、
継
続
的

に
良
質
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
ら

れ
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
認
識
の
下
、
イ
ン
ベ

ス
ト
メ
ン
ト
・
チ
ェ
ー
ン
に
お
い

て
、
顧
客
と
販
売
会
社
の
間
に
入

り
、
顧
客
の
判
断
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
つ
い
て
議
論

が
な
さ
れ
た
。

　

現
状
で
は
、
顧
客
の
立
場
に
立

っ
て
い
る
と
謳
い
な
が
ら
、
特
定

の
金
融
事
業
者
や
金
融
商
品
に
偏

っ
た
ア
ド
バ
イ
ス
が
行
わ
れ
て
い

る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
、
顧
客
に

と
っ
て
誰
が
信
頼
で
き
る
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
で
あ
る
か
が
分
か
ら
な
い
、

等
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

良
質
な
ア
ド
バ
イ
ス
が
広
く
提

供
さ
れ
る
た
め
の
環
境
整
備
の
方

策
の
一
つ
と
し
て
、
一
定
の
中
立

性
を
有
す
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
見

え
る
化
に
つ
い
て
提
言
が
な
さ
れ

た
。

　

具
体
的
に
は
、
ⅰ
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
が
金
融
商
品
の
販
売
を
行
う
金

融
事
業
を
兼
業
し
て
お
ら
ず
、
家

計
の
全
体
最
適
と
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ

オ
の
最
適
化
の
観
点
か
ら
、 

幅
広

い
金
融
商
品
を
対
象
と
し
た
ア
ド

バ
イ
ス
が
可
能
か
ど
う
か
、
ⅱ
金

融
商
品
の
組
成
・
販
売
会
社
か
ら

の
手
数
料
等
を
受
け
取
ら
ず
、
報

酬
は
顧
客
か
ら
の
み
得
て
い
る
か

ど
う
か
、 

等
の
基
準
を
、
例
え
ば

後
述
す
る
金
融
経
済
教
育
を
推
進

す
る
中
立
的
な
常
設
組
織
が
設
定

し
、
基
準
に
該
当
す
る
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
を
認
定
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
、

そ
れ
を
リ
ス
ト
化
・
公
表
す
る
こ

と
が
提
言
さ
れ
た
。
併
せ
て
こ
う

し
た
認
定
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
、
つ

み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
や
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ

に
絞
っ
た
投
資
助
言
業
に
つ
い
て

登
録
要
件
の
緩
和
の
検
討
も
提
言

さ
れ
た
。

⑵　

金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上

　

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
合
っ
た
金
融

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
適
切
に

選
択
し
、
安
定
的
な
資
産
形
成
を

行
っ
て
い
く
上
で
は
、
金
融
リ
テ

ラ
シ
ー
を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と

も
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識

の
下
、
政
府
、
金
融
広
報
中
央
委

員
会
、
金
融
関
係
団
体
等
に
お
い

て
、
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
応
じ
た
資

産
形
成
の
啓
発
や
投
資
体
験
に
着
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目
し
た
教
材
の
作
成
等
、
金
融
経

済
教
育
に
関
す
る
取
組
み
が
実
施

さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
様
々
な
調
査

結
果
に
よ
る
と
、
金
融
経
済
教
育

が
国
民
に
行
き
届
い
て
い
る
と
は

言
え
ず
、
ま
た
、
政
府
や
金
融
関

係
団
体
等
に
よ
る
金
融
経
済
教
育

に
関
す
る
取
組
み
が
十
分
調
整
さ

れ
て
お
ら
ず
非
効
率
と
の
指
摘
も

な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と

を
踏
ま
え
、
中
間
報
告
で
は
、
国

全
体
と
し
て
、
中
立
的
な
立
場
か

ら
、
資
産
形
成
に
関
す
る
金
融
経

済
教
育
の
機
会
提
供
に
向
け
た
取

組
み
を
推
進
す
る
た
め
の
常
設
組

織
、金
融
経
済
教
育
推
進
機
構（
仮

称
）
の
構
築
が
提
言
さ
れ
た
。
そ

こ
で
は
家
計
管
理
や
生
活
設
計
等

の
ほ
か
、
消
費
生
活
の
基
礎
や
社

会
保
障
・
税
制
度
、
金
融
ト
ラ
ブ

ル
に
関
す
る
内
容
も
含
め
て
、
広

範
な
観
点
か
ら
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー

の
向
上
に
取
り
組
む
べ
き
と
さ
れ

た
。

　
　

中
間
報
告
の
販
売
現
場
に
お

け
る
影
響

⑴　

販
売
現
場
に
生
じ
る
ギ
ャ
ッ

プ

　

今
回
の
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
で
ル

ー
ル
化
が
議
論
さ
れ
た
根
底
に
は
、

当
初
原
則
が
策
定
さ
れ
た
際
、「
金

融
事
業
者
の
取
組
状
況
や
、
本
原

則
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
踏

ま
え
、
必
要
に
応
じ
見
直
し
の
検

討
を
行
う
」
と
さ
れ
て
い
る
中
、

な
か
な
か
原
則
の
成
果
が
見
え
て

こ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ル
ー
ル
ベ

ー
ス
と
し
て
方
向
性
を
示
す
こ
と

も
必
要
、
と
の
当
局
や
審
議
会
委

員
の
厳
し
い
認
識
が
あ
る
。

　

顧
客
の
最
善
の
利
益
の
義
務
化
、

利
益
相
反
の
可
能
性
と
手
数
料
等

の
情
報
提
供
の
ル
ー
ル
化
、
分
か

り
や
す
い
情
報
提
供
の
ル
ー
ル
化

等
が
提
言
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
れ

に
伴
い
今
後
法
令
改
正
が
行
わ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
。
ル
ー
ル
化
に

よ
る
実
務
上
の
影
響
が
ど
の
程
度

と
な
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
も

と
も
と
原
則
を
採
択
し
て
い
る
金

融
事
業
者
に
は
求
め
ら
れ
て
い
た

事
項
で
あ
る
。

　

ル
ー
ル
化
に
よ
り
ミ
ニ
マ
ム
・

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
水
準
が
引
き
上

げ
ら
れ
る
も
の
の
、
原
則
が
求
め

て
い
る
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

を
目
指
し
て
顧
客
本
位
の
良
質
な

金
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

競
い
合
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

　

一
方
、
販
売
現
場
に
目
を
向
け

る
と
、
一
部
の
地
域
金
融
機
関
の

若
手
・
中
堅
の
離
職
が
増
え
て
い

る
と
の
報
道
（
注
３
）
が
あ
る
。
そ

こ
に
は
様
々
な
理
由
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
顧
客
が
求
め
る
も
の

と
異
な
る
売
り
た
く
な
い
商
品
を

販
売
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
現
実
と
、

地
元
の
人
の
役
に
立
ち
た
い
と
い

う
就
職
し
た
際
の
想
い
と
の
ギ
ャ

ッ
プ
の
存
在
が
、
リ
テ
ー
ル
部
門

に
お
け
る
離
職
の
一
番
の
理
由
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

今
回
顧
客
の
立
場
に
立
っ
た
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
の
認
定
制
度
が
提
言

さ
れ
た
が
、「
専
門
性
や
信
頼
性

と
い
う
観
点
か
ら
は
、
販
売
業
者

な
ど
の
金
融
機
関
に
よ
る
ア
ド
バ

イ
ス
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
引
き

続
き
高
い
も
の
が
あ
る
」
と
の
タ

ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
委
員
の
発
言
（
注

４
）

に
も
あ
る
よ
う
に
、
金
融
商

品
を
販
売
す
る
営
業
員
の
ア
ド
バ

イ
ス
の
重
要
性
が
変
わ
る
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
も
強
調
し
て

お
き
た
い
。

　

む
し
ろ
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
抜
本
的

拡
充
に
よ
る
「
貯
蓄
か
ら
資
産
形

成
」
の
裾
野
の
拡
が
り
が
本
格
化

す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
中
、
資

産
形
成
層
、
退
職
者
層
、
富
裕
層

な
ど
世
代
や
保
有
資
産
の
多
寡
等

を
問
わ
ず
、
老
後
資
金
や
資
産
承

継
に
不
安
を
抱
い
て
い
る
人
は
多

い
。

⑵　

顧
客
に
寄
り
添
い
、
悩
み
を

く
み
取
れ
る
の
は
地
域
金
融
機

関

　

こ
う
し
た
顧
客
の
潜
在
的
な
ニ

ー
ズ
に
対
す
る
「
人
に
よ
る
ア
ド

バ
イ
ス
」
の
重
要
性
は
増
々
高
ま

中
間
報
告
の
販
売
現
場
に
お

け
る
影
響

3
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る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
際
の
営

業
現
場
に
お
い
て
は
、
あ
ら
た
ま

っ
た
資
産
運
用
の
相
談
の
場
だ
け

で
は
な
く
、
顧
客
と
の
雑
談
を
き

っ
か
け
に
資
産
運
用
に
ま
つ
わ
る

悩
み
の
相
談
に
繋
が
る
ケ
ー
ス
も

多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

顧
客
の
立
場
に
立
ち
、
こ
う
し

た
悩
み
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
地
域
に
密
着
し
て
世
代
を
跨

る
取
引
を
通
じ
て
信
頼
を
積
み
上

げ
て
き
た
地
域
金
融
機
関
等
の
販

売
会
社
の
営
業
員
で
あ
り
、
顧
客

に
寄
り
添
い
、
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
の

相
談
に
乗
る
よ
う
な
コ
ン
サ
ル
テ

ィ
ン
グ
で
あ
れ
ば
営
業
員
も
や
り

が
い
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
金
融
機
関
の

役
職
員
の
方
に
と
っ
て
は
、
顧
客

本
位
の
業
務
運
営
と
業
務
の
持
続

性
（

≒
収
益
）
と
の
両
立
に
頭
を

悩
ま
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
販

売
量
に
応
じ
た
手
数
料
に
依
存
し

て
い
る
現
行
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

に
は
利
益
相
反
構
造
が
内
包
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
可
能
性
の
軽
減
に

向
け
、
今
回
の
ル
ー
ル
化
が
議
論

さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
発
想
を
変
え

て
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
自
体
を
変
え

て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
顧
客
と
の

利
益
の
方
向
性
を
一
致
さ
せ
、
か

つ
従
業
員
の
満
足
度
を
向
上
さ
せ

て
い
く
と
い
う
視
点
も
必
要
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
の

向
上
に
つ
い
て
は
、「
金
融
経
済

教
育
と
顧
客
の
立
場
に
立
っ
た
ア

ド
バ
イ
ス
は
地
続
き
で
あ
る
と
の

認
識
の
下
、
両
者
を
一
体
と
し
て

捉
え
、
統
合
的
に
取
組
み
を
進
め

て
い
く
べ
き
（
注
５
）」
と
あ
る
。

　

中
立
的
な
常
設
組
織
が
主
導
す

る
金
融
経
済
教
育
を
民
間
金
融
機

関
と
し
て
協
力
し
て
い
く
こ
と
と

は
別
に
、
営
業
現
場
に
お
い
て
は
、

顧
客
と
の
日
頃
の
対
話
を
通
じ
て
、

資
産
運
用
に
よ
る
収
益
獲
得
自
体

は
人
生
の
目
的
で
は
な
く
、
目
標

を
実
現
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段

で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ

き
、
そ
の
上
で
、
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン

に
紐
づ
い
た
資
産
形
成
を
自
分
ご

と
と
し
て
考
え
て
も
ら
う
こ
と
も
、

身
近
な
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
向
上
策

の
一
つ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　

以
前
、「
顧
客
の
リ
テ
ラ
シ
ー

が
高
く
な
る
と
、
商
品
が
売
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
本
音

と
も
い
え
る
発
言
を
耳
に
し
た
こ

と
が
あ
る
。

　

そ
れ
こ
そ
本
末
転
倒
で
あ
り
、

顧
客
に
リ
テ
ラ
シ
ー
を
高
め
て
も

ら
う
こ
と
は
、
後
日
の
苦
情
や
ト

ラ
ブ
ル
を
避
け
る
こ
と
に
つ
な
が

り
、
営
業
員
自
ら
を
守
る
こ
と
に

加
え
、
ト
ラ
ブ
ル
解
消
に
費
や
さ

れ
る
労
力
が
な
く
な
る
分
、
前
向

き
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
注
力

で
き
る
こ
と
に
よ
り
や
り
が
い
に

も
繋
が
る
は
ず
で
あ
る
。

　

今
回
の
タ
ス
フ
ォ
ー
ス
で
は
主

に
ル
ー
ル
化
に
つ
い
て
の
議
論
が

な
さ
れ
た
。
既
に
顧
客
本
位
を
実

践
し
て
い
る
多
く
の
営
業
員
に
と

っ
て
は
、
ル
ー
ル
遵
守
は
前
提
と

し
つ
つ
、
引
き
続
き
ベ
ス
ト
・
プ

ラ
ク
テ
ィ
ス
を
目
指
し
て
、
顧
客

か
ら
選
ば
れ
る
金
融
機
関
（
営
業

員
）
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。
本
稿
が
そ
の
一
助
に
な
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

※　
　

※　
　

※

（
注
１
）
米
国
の
リ
テ
ー
ル
顧
客
へ

の
投
資
商
品
推
奨
に
適
用
さ
れ
る

「
ベ
ス
ト
イ
ン
タ
レ
ス
ト
規
則
」

に
お
い
て
は
、
開
示
義
務
、
注
意

義
務
、
利
益
相
反
に
関
す
る
義
務
、

法
令
遵
守
義
務
の
全
て
を
履
行
し

た
場
合
に
、
最
善
の
利
益
義
務
は

遵
守
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

（
注
２
）
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関

す
る
内
閣
府
令 

第
1
1
7
条
１

項
１
号

（
注
３
）
23
年
２
月
１
日
、
日
本
経

済
新
聞
。

（
注
４
）
金
融
審
議
会
「
顧
客
本
位

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
」（
第
５
回
）

議
事
録
。

（
注
５
）
中
間
報
告
Ｐ.

９


